
 

 

 

都市計画法第１７条縦覧の結果について 

 

都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分）変更案の縦覧を

都市計画法第１７条に基づき行いました。 

 

 １．縦覧期間     平成 28年 8月 30日（火）から平成 28年 9月 13日（火）まで 

 

 ２．縦覧者数     ０人 

 

 ３．意見書の提出数  ０通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


